
 

神共済  4 2 3 1 号 

令和７年２月 27 日 

所 属 ⾧ 様 

神戸市職員共済組合 

事 務 局 ⾧ 

 

 

短期給付等の制度改正について（ご依頼） 

 

 

 平素は当組合の事業運営にご協力いただき、ありがとうございます。 

 さて、みだしの件につきまして、以下のとおり実施されますので、組合員の皆様へご周知

くださいますようお願いいたします。 

 なお、支給要件や申請様式等の具体的な内容については、現時点で国から示されていない

ため未定です。詳細が判明次第、共済ホームページ等でお知らせします。 

 

 

記 

 

 

１．改正項目 

（１） 育児休業支援手当金の創設について 

（２） 育児時短勤務手当金の創設について 

（３） 「保育所における保育が実施されないこと」を延⾧事由とする育児休業手当金

支給延⾧手続きの一部変更について 

 

 

２．施行日 

令和７年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先）神戸市職員共済組合 医療係 

電話 078-322-5108 内線 6720 

 

 



 

１．育児休業支援手当金の創設について 

 

（１） 支給要件 

令和７年４月１日以降に育児休業取得中の組合員に対して、組合員とその配偶者双

方が一定期間内（産後休暇を取得する場合は産後休暇終了後 8 週間以内、産後休暇

を取得しない場合は子の出生後 8 週間以内（※1））に通算 14 日以上の育児休業を

取得した場合（※2）に、申請により最⾧ 28 日分を限度として支給されます。 

 

（※1）令和７年４月 1 日以前に出生した場合の支給対象期間は、国に確認中です。 

（※2）配偶者が育児休業を取得できない場合（無職の場合、自営業や日々雇用のた

め育児休業の適用を受けられない場合等。ただし自己都合を除く。）またはひと

り親家庭の場合等は、その旨を申告することで支給要件を満たします。（提出書

類等の詳細が判明次第、共済組合ホームページでお知らせします。） 

 

（２） 支給額 

標準報酬の日額（※） × 13％ × 育児休業日数 

（※）標準報酬月額 × 1/22（10 円未満四捨五入） 

（３） 支給日 

育児休業を取得した月の翌月 25 日（土日祝および休日の場合は前営業日） 

 

（４） 申請方法 

育児休業の承認を受けた後に、請求様式に必要事項を記入して提出してください。

（様式等詳細は、4 月中旬以降に共済組合ホームページへ掲載予定です。） 

 

（５）提出先 

水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合 

上記以外の所属 → 総務事務センター 

 ※但し、所属が学校園の場合は所属所⾧欄に学校園⾧が記名・押印してください。 



 

２．育児時短勤務手当金の創設について 

 

（１）支給要件 

令和７年４月１日以降に２歳未満の子の養育のための育児短時間勤務制度を利用し

ている組合員に対して、申請により支給されます。 

 

（※）育児休業手当金または介護手当金の支給要件に該当する休業を取得した月は 

育児時短勤務手当金は支給対象外とされているため、月途中で復職した場合等の

詳細な支給要件について確認中です。（詳細が判明次第、共済組合ホームページ

でお知らせします。） 

 

（２）支給額 

 育児短時間勤務制度を利用した月に支払われた報酬額 × 10％（※） 

                        （※）上限あり 

 

 

（３） 支給日 

申請があった月の翌月 25 日（土日祝および休日の場合は前営業日） 

 

（４） 申請方法 

請求様式に必要事項を記入のうえ提出してください。 

（様式等詳細は、4 月中旬以降に共済組合ホームページへ掲載予定です。） 

 

（５）提出先 

水道局・交通局・外郭団体(独立行政法人を含む) → 神戸市職員共済組合 

上記以外の所属 → 総務事務センター 

 ※但し、所属が学校園の場合は所属所⾧欄に学校園⾧が記名・押印してください。 

  

通常勤務時     育児短時間勤務時 



 

３．「保育所における保育が実施されないこと」を延⾧事由とする育児休業手当金支給延⾧手

続きの一部変更について 

 

育児休業手当の支給期間はその子が１歳に達する日までとされており、省令で定める延

⾧事由に該当すると認められる場合は 2 歳に達する日を限度として支給期間を延⾧します。 

このたび、制度改正により支給期間延⾧事由の認定が厳格化されたことにともない、一部

申請手続きが以下のとおり変更となります。 

 

（１） 変更となる申請手続き 

令和 7 年 4 月 1 日以降に、令和 6 年 4 月 2 日生以降の子について「育児休業手当金請求

書（1 歳到達時）（様式 2-9-2）」を、または令和５年 10 月 2 日生以降の子について「育児休

業手当金請求書（1 歳 6 か月到達時）（様式 2-9-3）」を提出するにあたり、支給期間延⾧事

由として「１ 保育所における保育が実施されないこと」を選択した場合の添付書類として、

以下の②、③を追加します。 

① 保育所等の利用に関する証明書の写し（従前どおり） 

② 「育児休業手当金支給対象期間の延⾧事由認定申告書（様式 2-9-4）」（別紙） 

③ 保育所等の利用申込み手続き時に提出した書類の写し（すべてのページ） 

 

（２） 申請方法 

1 歳到達時の手続きは 1 歳到達日の属する月の月末までに、１歳 6 か月到達時の手続きは

1 歳 6 か月到達日の属する月の月末までに、申請様式に必要事項を記入のうえ必要書類を添

付して提出してください。（様式等詳細は 4 月中旬頃に共済組合ホームページへ掲載予定で

す。） 

 

（３）留意事項 

1 歳から 1 歳 6 か月の支給期間延⾧については、1 歳の誕生日以前を入所希望日として、

1 歳の誕生日前日までに保育所等の入所申込みを行っていること、１歳 6 か月から 2 歳まで

の支給期間延⾧については、1 歳の誕生日前より 1 歳 6 か月までの全期間に入所申込みを継

続していることが条件です。 

1 歳の誕生日を過ぎてから申込みを行った場合や期間途中で申込みの取下げを行った場

合、申込み時に入所保留を積極的に希望された場合や入所辞退した場合等は、延⾧事由とし

て認められません。 

 

 

 

４．その他 

 雇用保険加入中の短期組合員（再任用職員、会計年度任用職員、病院任期付職員等）につ

いては雇用保険からの給付が優先されます。手続きの詳細については、総務事務センター等

加入中の雇用保険事務取扱所属または職業安定所（ハローワーク）へお問い合わせください。 

以上 
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 育児休業手当金請求書(1 歳超) 別紙 

育児休業手当金請求書(1 歳 6 ヶ月超) 別紙 
様
式  

 

支給対象期間延長事由認定申告書  

神戸市職員共済組合   

≪提出にあたっての注意事項≫                                           （2025.4.1） 

（注）パパママ育休プラス利用時は「１歳に達する日後の育児休業終了日の翌日」または「１歳２か月に達する日の翌日」のいずれか早い日。 

※保育所等の利用に関する市町村の証明の写しおよび保育所等の利用申込み手続き時に提出した書類のすべての写しを添付してください。 

育児休業手当金請求書(1 歳超) 

育児休業手当金請求書(1 歳 6 ヶ月超) 

（理由欄）※申込を失念していた場合や、市区町村への相談無く申込をしなかった場合は、廷長の要件を満たしません。 

裏面上記のとおり申告します。          令和  ７ 年 ４ 月 ３０ 日 

 

組合員氏名   共 済  花 子 

         共済 太郎 

             ６     ４    ５ 

 

レ            ６     10    25 

            ７      ４    １ 

レ 

（入所保留通知書に記載がない場合は記入不要） 

レ 

レ 

           ●●保育所 

             徒歩 

 １５ 
 


